
広島市条例第２５号

令和８年３月２７日

広島市下水道条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市下水道条例等の一部を改正する条例

（広島市下水道条例の一部改正）

第１条 広島市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）の一部を次

のように改正する。

目次中「第４３条」を「第４３条の３」に改める。

第２条第６号中「第２条第１号に規定する浄化槽」を「第２条第１号

の２に規定する公共浄化槽」に、「同じ。）をいう。」を「同じ。）を

いい、共同浄化槽にあつてはその浄化槽を補完する施設を含むものとす

る。」に改め、同条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６

号の次に次の１号を加える。

(7) 共同浄化槽 市営浄化槽のうち、複数の建築物からの汚水を集合

して処理する浄化槽及びこれを補完する施設を有するものをいう。

第３条中「市営浄化槽」の右に「（共同浄化槽を除く。第４章の章名

及び第４９条を除き、以下同じ。）」を、「第３７条の規定により」の

右に「、共同浄化槽にあつては第４３条の３において準用する第２２条



の規定により」を加える。

第３２条中「第１７条第１項」を「第１７条の見出し中「除害施設」

とあるのは「必要な施設」と、同条第１項」に改める。

第４３条中「同項」を「第１２条の見出し中「使用開始」とあるのは

「使用休止」と、同条第１項」に、「第４章」を「第３５条から第４３

条まで」に改め、第４章中同条の次に次の２条を加える。

（共同浄化槽の名称等）

第４３条の２ 共同浄化槽の名称及び主たる施設の位置は、次のとおり

とする。

名 称 主 た る 施 設 の 位 置

伏谷共同浄化槽 広島市佐伯区湯来町大字伏谷７７８番地１５

２ 市長は、共同浄化槽の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、

供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他

必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとする

ときも、同様とする。

（準用規定）

第４３条の３ 第７条から第１２条（第１項ただし書を除く。）まで、

第１７条、第１９条第１項及び第２２条から第３１条までの規定は、

共同浄化槽について準用する。この場合において、第１７条の見出し

中「除害施設」とあるのは「必要な施設」と、同条第１項及び第２項

中「前２条」とあるのは「第４３条の３において準用する第２６条」

と、「除害施設」とあるのは「必要な施設」と、同条第３項中「除害



施設」とあるのは「必要な施設」と、第１９条第１項中「法第２４条

第１項」とあるのは「第４３条の３において準用する第２８条第１項｣

と、第２２条中「前条第２項」とあるのは「第４３条の２第２項」と、

「農業集落排水処理施設区域」とあるのは「共同浄化槽区域」と、第

２４条中「農業集落排水処理施設区域」とあるのは「共同浄化槽区域｣

と、第２５条第１項中「農業集落排水処理施設区域」とあるのは「共

同浄化槽区域」と、同条第２項中「農業集落排水処理施設区域」とあ

るのは「共同浄化槽区域」と、「第２１条第２項」とあるのは「第４

３条の２第２項」と、第２６条中「次条第２項」とあるのは「第４３

条の３において準用する第２７条第２項」と、第２７条第１項中「前

条」及び「同条」とあるのは「第４３条の３において準用する第２６

条」と、第２８条第１項第１号中「第２２条」とあるのは「第４３条

の３において準用する第２２条」と、第３１条中「この章（第２６条

を除く。）の規定」とあるのは「第４３条の３において準用する規定

（第２６条を除く。）」と読み替えるものとする。

第５２条第１項中「又は農業集落排水処理施設」を「、農業集落排水

処理施設又は共同浄化槽」に改める。

第６４条中「一」を「いずれか」に改め、同条第１号中「及び」を

「、」に改め、「第４３条」及び「第１７条第１項（第３２条」の右に

「及び第４３条の３」を、「第２６条」の右に「（第４３条の３におい

て準用する場合を含む。）」を、「規定する」の右に「必要な」を加え、

同条第２号中「及び第４３条」を「、第４３条及び第４３条の３」に、

「）若しくは」を「）、」に改め、「第１７条第２項（第３２条」の右



に「及び第４３条の３」を、「第２８条第２項」の右に「（第４３条の

３において準用する場合を含む。）」を加え、同条第３号中「及び第４

３条」を「、第４３条及び第４３条の３」に改め、同条第４号中「第２

６条」の右に「（第４３条の３において準用する場合を含む。）」を加

え、「施設の」を「必要な施設の」に、「第３２条において」を「第３

２条及び第４３条の３において」に、「及び第４３条」を「、第４３条

及び第４３条の３」に改め、同条第５号中「第３２条」の右に「及び第

４３条の３」を、「第２７条」の右に「（第４３条の３において準用す

る場合を含む。）」を、「第４３条」の右に「及び第４３条の３」を加

え、同条第６号中「、第１４条、第１５条若しくは」を「から」に、「、

第２４条若しくは第２６条」を「まで、第２４条（第４３条の３におい

て準用する場合を含む。）、第２６条（第４３条の３において準用する

場合を含む。）」に改め、同条第７号中「第２８条第１項」の右に

「（第４３条の３において準用する場合を含む。）」を加え、同条第１

３号中「及び第４３条」を「、第４３条及び第４３条の３」に、「第３

２条において」を「第３２条及び第４３条の３において」に改め、「第

２８条第２項」の右に「（第４３条の３において準用する場合を含

む。）」を、「資料」の右に「の提出」を加える。

（広島市下水道事業分担金条例の一部改正）

第２条 広島市下水道事業分担金条例（平成１７年広島市条例第７１号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「及び第４３条」を「、第４３条及び第４３条の３」

に改め、同条第２項中「（市営浄化槽」の右に「（共同浄化槽を除く。



以下この項及び次条において同じ。）」を加える。

（広島市水洗便所設備資金貸付条例の一部改正）

第３条 広島市水洗便所設備資金貸付条例（昭和３９年広島市条例第２９

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「又は市営浄化槽区域」を「、市営浄化槽区域」に、「あつ

た日」を「あつた日又は共同浄化槽区域（同条例第４３条の２第２項の

規定により告示された区域をいう。）についての同条例第４３条の２第

２項の規定により告示された供用を開始すべき日」に改める。

附 則

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

２ 市長は、この条例の施行の日前においても、第１条の規定による改正

後の広島市下水道条例第４３条の２第２項の規定による告示について、

同項の規定の例により行うことができる。


